
2021年 4月 

高校 1年生保護者の皆様へ 

立命館高等学校 

高等学校等就学支援金（４月～６月支給分）申請のご案内 

１ 制度概要 

国公私立問わず、高等学校等の授業料の支援として、保護者様等の 2019年の年収目安が約 910万未満、 

2020 年度の「市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額」が 304,200 円未満の世帯の場合、

申請により「高等学校等就学支援金」が国から京都府を通じて支給されます。返還は不要です。 

２ 認定要件 

 保護者（親権者）全員の「市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額」が 304,200円未満

の世帯に支給されます。※政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に 3/4を乗じた額 

※判定基準の確認については、個人番号確認書類を利用しますので、保護者（親権者）全員の個人番号確認

書類の提出が必要となります。

市町村民税の課税標準額×6％－ 

市町村民税の調整控除の額 

※保護者（親権者）全員の合算額

年収の目安 

※保護者（親権者）全員の合算額
支給額（年額） 

154,500 円未満 扶養控除対象者及び特定扶養控除

者の人数で計算 

※P5、6 参照

396,000 円（月額 33,000 円） 

154,500 円以上 304,200 円未満 118,800 円（月額 9,900 円） 

304,200円以上 支給なし（所得制限） 

３ 申請意思確認・申請登録（オンライン申請システム e-shien）※全員必須 

オンライン申請システム e-shienに、同封のログイン ID/PW を入力ログインして、オンライン申請 

（意向登録・申請登録）をしてください。 

※別紙「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-shien申請者向け利用マニュアル」参照

※高等学校等就学支援金の認定申請意思が「ある orない」を登録後、支給を希望する場合認定申請をし

てください。

※支給申請されない方も必ず申請意思確認「ない」を登録してください。

◆ログインは、右の URLまたは QRコードから https://www.e-shien.mext.go.jp/

４ オンライン申請登録・マイナンバー関係書類提出期限 

◆オンライン申請登録期限（全員必須）：２０２１年４月１３日（火）【厳守】

◆マイナンバー関係書類提出期限：２０２１年４月１６日（金）≪必着≫【特定記録】

※P2 の５ 提出必要書類参照

※個人情報の送付になりますので、返信用封筒に入れ、必ず郵便局の窓口にて特定記録で

ご送付ください。 

※ 郵便局窓口での郵送料は不要です。引受記録の受領証は、大切に保管ください。

※ 申請期限を過ぎると、4 月分からの受給ができなくなりますのでご注意ください。

重要  必ずお読みください。 
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５ 提出必要書類 

当制度に認定申請意思が「ある」の方は、所定の書類を提出する必要があります。下記の必要書類を準

備して、必ず期限までにご提出ください。 

申請する場合（※4 ページ参照） 申請しない場合 

①マイナンバー関係書類【貼付台紙】（水色の用紙） 

（以下のいずれかを保護者（親権者）全員分） 

a マイナンバー（個人番号）カード裏面（写し）  いずれかの 

b マイナンバーが記載された住民票等（原本）  個人番号が記載されている面 

※マイナンバー通知カード（写し）は不可

ただし、2020年 1月 1日現在、保護者全員もしくは一部が日本国内に住所を有していな

い場合、その方の個人番号確認書類の貼付・提出は下記 6（1）を参照ください。 

②身元確認書類（写し）【貼付台紙】（水色の用紙） 

※提出必要書類の詳細は、4 ページに記載していますので、ご参照ください。

オンライン申請シス

テム e-shien の

「意向確認」で申請

しないを登録のみ

（提出書類なし）

※提出された個人番号確認書類、身元確認書類の返却は行いませんのでご了承ください。

※転居等で個人番号確認書類と現住所が異なる場合は、必ず住所変更の記載がある部分（写し）も添付し、提出し

てください。（不備・不足がありましたら再度ご提出頂くことになります。）

６ その他 

（１）個人番号の指定を受けていない場合について 

 保護者全員もしくは一部が賦課期日（2020年 1月 1日）に日本国内に住所を有したことがないなど 

個人番号の指定を受けていない場合は、以下の取扱いとなります。 

①個人番号の指定を受けた保護者がいる場合 

2020年 1月 1日現在、日本国内に住所を有している（居住している）保護者のみ 

→ 個人番号確認書類をご提出ください。

②個人番号の指定を受けた保護者がいない場合 

→ 提出書類はありません。オンライン申請登録のみとなります。オンライン申請システム

（e-shien）マニュアルの P12「2-1-3受給資格認定の申請をする」の「4.認定申請登録（保

護者等情報）画面（2/2）」の補足をご確認の上、Ⅳにチェックしてください。

（２）申請登録及びマイナンバー関係書類の提出期限について

当制度の支援金は申請登録及びマイナンバー関係書類が提出されなければ支給されませんので、申請

登録及びマイナンバー関係書類は期限内に必ず提出してください。申請期限を過ぎますと、4月分から

の受給ができなくなりますので、申請登録及び提出期限を厳守願います。 

※5月以降に申請登録及びマイナンバー関係書類の提出をした場合、その翌月の分から受給開始とな

ります。

（３）受給資格の審査・認定について

今回申請登録及びマイナンバー関係書類の提出に基づき、2021 年 4 月～6 月分の就学支援金の受給

資格の審査・認定が行われます。京都府の受給資格認定後、受給資格認定通知を郵送いたします。

就学支援金の支給については、２期目学費から差し引いて支給する予定です。

（支給については、改めて郵送にてご案内いたします。）
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※保護者（親権者）様が税額未申告の場合は、判定ができません。

必ず事前に申告手続きを行ってください。※P7-8の「正しい申請のためのチェックシート」参照

※個人番号を利用して税額照会が出来ない場合は、京都府より直接電話もしくは文書での

お問合せがあります。

（４）今後の申請について（7 月分以降） 
2021年 7月～2022年 6月分の支給に関するご案内は、後日お知らせいたしますので、ご確認くださ

い。なお、今回(4月～6月分)の申請において支給対象外（所得制限）になられた方は再度手続きが必

要となりますので、ご留意ください。 

（５）変更の届出について

ご提出後、就学支援金認定申請書の内容に変更が生じた場合（離婚・再婚等による保護者の変更、

税額確認書類の記載内容訂正など）、保護者等情報の届出書を提出する必要があります。

※変更が判明した時点で早急に下記お問い合わせ先へご連絡ください。

（６）受給期間について 

過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業し又は修了したこ

とがある場合には，就学支援金の受給資格はありません。また，高等学校等に在学した期間（定時制・通

信制等に在学した期間は，その月数を１月の４分の３に相当する月数として計算。）が通算して３６月を超 

えた場合も受給資格はありません。（ただし，支給停止期間等は含めません。） 

（７）（京都府在住の方へ）京都府の授業料減免制度について

 国の就学支援金の上乗せ制度として、「京都府あんしん修学支援事業に基づく授業料減免」がありま

す。上記制度は国の就学支援金を受給していることが条件となりますので、「京都府あんしん修学支援

事業に基づく授業料減免」の申請をお考えの方は、今回の就学支援金を必ず申請登録及びマイナンバ

ー関係書類の提出をしてください。 ※学校に登録の保護者住所に基づきます。

◆保護者様オンライン申請【全員必須】

 オンライン申請利用マニュアル P7-8 

 意向確認「ない」 

申請 ⇒ ・しない

保護者 ・する  オンライン申請利用マニュアル P7-8 

 意向確認「ある」  

  オンライン申請利用マニュアル P9-14 

 申請する 

・マイナンバー関係書類(貼付台紙)

・身元確認書類(貼付台紙)

提出（特定記録で郵送）

＜お問い合わせ＞  ㈱クレオテック 

 （月～金 9：00～11：30、12：30～17：00）TEL：075-813-8461 

※学費に関する業務は㈱クレオテック（学校法人立命館 100％出資会社）に委託しています。
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◆マイナンバー関係書類を郵送する場合の提出必要書類

※①と②の書類は「個人番号確認（および身元確認）書類貼付台紙」に貼付のうえ、提出してください。

①個人番号確認書類【貼付台紙】（水色の用紙）

a マイナンバー（個人番号）カード裏面（写し） 

b マイナンバーが記載された住民票等  いずれかの個人番号が記載されている面 

※マイナンバー通知カード（写し）は不可   （保護者（親権者）全員分） 

②身元確認書類（写し）【貼付台紙】（水色の用紙） ※具体的には下記の表で確認してください。

提出書類  次の①②の書類を整えて提出してください。 

①個人番号確認書

類

※保護者（親権者）

全員分

a マイナンバー（個人番号）カード裏面の写し 

または 

ｂ マイナンバーが記載された住民票等（原本）

②身元確認書類

※保護者（親権者）

全員分

★住所変更等により

特記事項がある場

合は、その記載面

のコピーも必ず貼

付けてください。 

顔写真付きの公的身

分証明書がある場合 

◆下記の証明書類のうち、1 点のみの写しが必要

有効期間の定めのあるものは提出時に有効のものに

限る 

 マイナンバー（個人番号）カード表面の写し

 運転免許証

 運転経歴証明書（平成 24 年 4 月 1 日以降交付のも
の）

 旅券（パスポート） ※国内外問わず

 身体障害者手帳

 精神障害者保健福祉手帳

 療育手帳

 在留カード

 特別永住者証明書

 学生証（顔写真付き）

 公の機関が発行した資格証明書（顔写真付き）

顔写真付きの公的身

分証明書がない場合 

◆下記の証明書類のうち、2 点の写しが必要

氏名に加え、生年月日または住所の記載があるもの 

 健康保険証

 国民年金手帳

 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書

 身分証明書

 社員証

 公の機関が発行した資格証明書（写真なし）

 国税・地方税・公共料金の領収証書

 道府県民税・市町村民税の納税通知書

 源泉徴収票（直近のもの）

 雇用保険被保険者証

 離職票

 雇用保険受給者資格証

など 
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７
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お
住
ま
い
の
都

道
府
県
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
通
わ
れ
る
学

校
も
し
く
は
お
住
ま
い
の
都
道
府
県
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
都
道
府
県
の
問
い
合
わ
せ
先
は
、
文
部
科
学
省
H
P
に
あ
り
ま
す
「
高
校
生

等
奨
学
給
付
金
の
お
問
合
せ
先
一
覧
」
（
以
下
U
R
L
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
e
x
t.
g
o
.j
p
/a
_
m
e
n
u
/s
h
o
to
u
/m
u
sh
o
u
k
a
/d
e
ta
il
/1
3
5
3
8
4
2
.h
tm

６
．
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
等

５
．
就
学
支
援
金
の
支
給
方
法

生
徒

生
徒
に
代
わ
っ
て
就
学
支
援
金

を
受
領
し
、
授
業
料
に
充
て
る

就
学
支
援
金
の
費
用

を
都
道
府
県
に
交
付

学
校

都
道
府
県

国

就
学
支
援
金
と

授
業
料
を
相
殺

必
要
書
類
を
提
出

必
要
書
類
を
提
出

い
い
え

未
成
年
後
見
人

親
権
者
全
員

親
権
者
は

い
ま
す
か

未
成
年
後
見
人

は
い
ま
す
か

主
た
る
生
計
維
持
者

は
い
ま
す
か

扶
養
義
務

は
あ
り
ま
す
か

主
た
る
生
計
維
持
者

生
徒
本
人

は
い

※
下
記
の
例
の
場
合
な
ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し
等
の
提
出
が
困
難
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
上
図
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

提
出
が
困
難
な
場
合
や
、
締
切
に
間
に
合
わ
な
い
可
能
性
の
あ
る
場
合
は
、
ま
ず
学
校
等

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
例
）

・
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
な
ど
の
理
由
に
よ
り
接
触
が
困
難
な
場
合

・
海
外
に
在
住
し
て
お
り
、
住
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
場
合

等

入
学
時
等
に
学
校
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
請
を
行
っ
て
下
さ
い
。
申

請
さ
れ
た
月
か
ら
支
給
開
始
と
な
る
の
で
、
遅
れ
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
は
、
以
下
の
書
類
が
必
要
で
す
。

【
必
要
書
類
】

①
申
請
書

②
保
護
者
等
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
明
ら
か
に
出
来
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
等
の
写
し
等
。
）

※
他
に
も
、
都
道
府
県
ご
と
に
必
要
書
類
や
申
請
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
が

あ
る
の
で
、
学
校
か
ら
の
案
内
に
沿
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
意
事
項
）

・
虚
偽
の
記
載
を
し
て
提
出
し
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
さ
せ
た
場
合
は
、
刑
罰

に
処
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

・
②
は
原
則
、
親
権
者
全
員
分
（
例
：
親
権
者
が
両
親
な
ら
ば
２
名
分
）
が
必
要

で
す
。
詳
細
は
下
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

４
．
申
請

就
学
支
援
金
は
、
学
校
設
置
者
（
都
道
府
県
、
学
校
法
人
等
）
が
生
徒
本
人
に
代

わ
っ
て
受
け
取
り
、
授
業
料
に
充
て
ま
す
。
生
徒
や
保
護
者
が
直
接
受
け
取
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
国
公
立
高
校
は
授
業
料
負
担
が
実
質
０
円
に
な
り
ま
す
。
私
立
高
校
等
の
場
合
、

授
業
料
と
就
学
支
援
金
と
の
差
額
は
、
御
負
担
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
学
校
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
）

受
給
者
全
員

必
要
で
す
！

文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

h
tt
p
:/
/w
w
w
.m
e
x
t.
g
o
.j
p
/a
_
m
e
n
u
/s
h
o
to
u
/m
u
sh
o
u
k
a
/i
n
d
e
x
.h
tm

誰
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
が
必
要
か
？

6
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認定番号　  -

個人番号カード（写）等貼付台紙

高等学校等就学支援金認定申請のため、保護者等の個人番号を 名分提出します。
個人番号カードの写し又は通知カードの写しを貼り付けた上で 太枠 の箇所（個人番号提出人数、個人番

号、氏名、生年月日）を手書きで記載してください。保護者等による代筆も可能です。

名称
学

校 種類・課程・学科等

ログインID

ふりがな
生 氏名
徒

学年･クラス･出席番号等 学籍番号

個人番号

- -

保 保護者等の
護 ふりがな 個人番号カード（裏面）又は通知カード
者 写し 貼付欄
等  氏名

生年月日

西暦 年 月 日
貼り付けてください。

個人番号

- -

保 保護者等の
護 ふりがな 個人番号カード（裏面）又は通知カード
者 写し 貼付欄
等  氏名

生年月日

西暦 年 月 日
貼り付けてください。

備
考

注）個人番号カードが提出できない場合は、個人番号が記載された住民票の写し又は

　　住民票記載事項証明書等を本台紙と併せて提出願います。

　　個人番号を利用して税額照会が出来なかった場合、別途書類を徴収する場合があります。

※印の欄は，学校設置者において記入してください。 ※学校受付日 年　　月　　日

 備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

21

2

りつめい　たろう

立命　太郎

5 1

立命館高等学校

高等学校（全日制）

　1 年　●組　●番

×××・・・

×××・・・

立命 幹夫

4 8 9 1 0321 6 7

1 2 3 4 5

個人番号が記載されている面を上にして、

個人番号が記載されている面を上にして、3 31

1 2

1973

立命 花子

8 31

6 7 8 9 0

1973

マイナンバー【提出例】

※色付き部分を記入してください
（消せるボールペン使用不可）

個人番号が記載され

た裏面を貼付ください。

9



個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た

住
民
票
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
窓
口
請
求
の
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
欄
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

保
護
者
（
親
権
者
）
全
員
分

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

住
民
票
【
提
出
例
】

原
本
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

10



認定番号 2 0 ―

※マイナンバー関係書類を提出（郵送）は、本人確認が義務付けられています。

マイナンバー関係書類を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）

　が必要となります。 下記に身元確認書類を貼付て必ずご提出してください。

（身元確認書類の詳細は、案内文書4ページを参照）

保護者等１ 保護者等２

●写真付き身元確認書類のコピー ●写真付き身元確認書類のコピー

運転免許証 など 運転免許証 など

※案内文書4ページ身元確認書類　参照 ※案内文書4ページ身元確認書類　参照

・ ご提出いただいた身元確認書類の返却は行いませんのでご了承ください。

・ 記入の際、フリクションペンなど、消せるタイプのペンは使用しないでください。

りつめい　たろう

※「個人番号カード（写）等貼付台紙」と「身元確認書類貼付台紙」２種類を必ず提出してください。

例） 例）

身元確認書類貼付台紙

立命　太郎

学年、クラス、番号

生　徒　氏　名

学　校　名 立命館高等学校

　1　年　　　● 組 ● 番 学籍番号 ×××・・・

ログインID ×××・・・

ふりがな

身元確認書類 【提出例】

※色付き部分を記入してください

※顔写真付きは、1点（写し）のみ貼付 ※顔写真なしは、2点（写し）貼付

４ページをご参照のうえ、身元確認

書類を貼付してください。

11



高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien
申請者向け利用マニュアル 【抜粋版】

高等学校等就学支援金に関する申請をオンラインにて行うためのマニュアルです。

2020年10月
文部科学省



2

目次

このマニュアルは、生徒が高等学校等就学支援金(以下、就学支援
金)に関する以下の申請および手続をe-Shienによりオンラインで操作
するための手順について説明したものです。

• 受給資格認定の申請

• 各種申請状況の確認
※ 本文中の画面表示は、令和2年6月現在のものです。

 e-Shienへは以下のURL・QRコードからアクセスします。
手順の詳細は、本マニュアル内P.5以降の該当ページ
を参照してください。

https://www.e-shien.mext.go.jp /

 操作手順の動画をYouTubeで公開中！
以下のURL・QRコードから参照できます。

https://www.youtube.com/watch?v=-KZa05067No

 就学支援金制度の概要については、文部科学省HPに掲載しています。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

マニュアルの構成

このマニュアルの内容は、以下のとおりです。

1. e-Shienを利用した申請の流れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.3

2. 操作説明
2-1. 受給資格認定の申請

2-1-1. e-Shienにログインする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.5
2-1-2. 申請をする意思が「ある or ない」の意向を登録する

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.7
2-1-3. 受給資格認定の申請をする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P.9

2-3. 各種申請状況の確認

2-3-1. 審査状況・結果、申請内容を確認する・ ・ ・ ・ P.22

※税の申告を行っていない場合、申請いただいても所得確認ができず、支給決定が遅れる場合がありますので、
事前に申告手続をお願いします（ただし、控除対象配偶者、生活扶助受給者等は、税申告は原則不要です）。
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1. e-Shienを利用した申請の流れ

e-Shienを利用した申請の流れは以下となります。

受給資格認定の申請(4月の入学時・転入時 等)

申請者(生徒) 学校

ログインID通知書、個人番号

カード(コピー)等貼付台紙を

配布する

手渡し/郵送

e-Shienを使用する手順

凡例

システム外の手順

ログイン

受給資格認定を申請する意思が

「ある or ない」(意向)の登録

受給資格認定の申請

5
ページ

6
ページ

9
ページ

ログインID通知書,
個人番号カード(コピー)等
貼付台紙

申請を
する場合のみ

個人番号カード(コピー)等
貼付台紙

手渡し/郵送

ログインID通知書、個人番号カード

(コピー)等貼付台紙を受け取る

個人番号カード(コピー)等貼付

台紙へ個人番号カード(コピー)を

貼り付ける

個人番号カード(コピー)等

貼付台紙を提出する

個人番号カード(コピー)等

貼付台紙を受け取る

←ここまでを必ず4月中に行ってください。
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1234567

Abc123def

42 1

1

1. ログイン画面

2-1. 受給資格認定の申請
2-1-1. e-Shienにログインする

e-Shienを使用するために、システムへログインします。
ログインは、パソコン、スマートフォンから以下のURLを入力してアクセスします。以下のQRコードを読み取っ
てもアクセスできます。

ログインID通知書を見な
がらログインIDおよびパス
ワードを入力します。

「ログイン」ボタンをクリック
します。

Ⅰ 「パスワードを表示」により
入力したパスワードが確
認できます。

Ⅱ 表示言語は、”日本語”
もしくは”English”が選択
できます。

Ⅲ e-Shienの「利用規約」
を確認できます。

•ログインIDやパスワードが
わからなくなった場合は、
学校に確認してください。

https://www.e-shien.mext.go.jp/

ログインID通知書のサンプル

手順

補足
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2

1

2

1

1
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-1. e-Shienにログインする

2. ポータル画面

Ⅰ 「お知らせ」では以下が確
認できます。
• システムメンテナンス情報

Ⅱ 「各種申請」では以下が
申請できます。
• 意向の登録
• 受給資格認定の申請
• 保護者等情報の変更

Ⅲ 「認定状況」では以下が
確認できます。
• 申請内容
• 審査状況
• 審査結果

ポータル画面が表示され
ることを確認します。

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1
1
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1. ポータル画面

2-1. 受給資格認定の申請
2-1-2. 申請をする意思が「ある or ない」の意向を登録する

「意向登録」ボタンをクリッ
クします。

2. 意向登録画面

内容を確認し、チェックし
ます。

受給資格認定の申請を
するかしないか選択します。

•就学支援金の支給を希望
する場合

上部：申請をします。

•保護者等の所得制限基準
（世帯年収約910万円）
を超えている場合

下部：申請をしません。

•上記のほかの理由により受
給資格認定の申請を行わ
ない場合

下部：申請をしません。

「入力内容確認」ボタン
をクリックします。

受給資格認定申請の前に、申請をする意思が「ある or ない」(意向) を登録します。

就学支援金の支給を希望する場合、申請する意思(意向)があることを登録をした上で受給資格認定申
請をする必要があります。(9～13ページで、受給資格認定申請方法を説明します。)

学校から意向内容の再登録を依頼された場合や意向内容を誤った場合に再登録をする手順もこの説明
と同様の手順で行います。

手順

手順

3

2

1

3

2

1

1

1
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-2. 申請をする意思が「ある or ない」の意向を登録する

3. 意向登録確認画面

登録内容が正しいことを
確認し「本内容で登録す
る」ボタンをクリックします。

Ⅰ 前の画面の選択内容を
修正する場合、「意向登
録に戻る」ボタンをクリック
します。

4. 意向登録結果画面

意向の登録結果が表示
されます。

•受給資格認定申請をする
場合

「続けて受給資格認定
申請を行う」ボタンをクリッ
クします。

•受給資格認定申請をしな
い場合

手続きは完了です。

•受給資格認定申請の操
作手順は、9ページを参照
してください。

•誤った意向内容を登録し
てしまった場合、自身で修
正することはできません。
学校に連絡し、学校から
登録解除の連絡を受けた
後に再度登録してください。

手順

補足

補足

手順

ⅠⅠ

1

1

1

1
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各学校によって登録され
た生徒情報が表示される
ため、正しいことを確認し
ます。

「学校情報入力」ボタン
をクリックします。

•表示された情報が誤って
いた場合、この画面で修
正します。正しい情報を
入力してください。

2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

1. ポータル画面

「認定申請」ボタンをクリッ
クします。

2. 認定申請登録(生徒情報)画面

受給資格認定の申請を行います。就学支援金の支給を希望する場合、必ず受給資格認定の申請をし
てください。

申請には、生徒本人の情報、学校情報(在学期間等)、保護者等情報の登録が必要となります。(9～
13ページで、各情報の登録方法を説明します。)

•8ページの意向登録結果
画面から続けて受給資
格認定申請をする場合
は、次の「2.認定申請登
録（生徒情報）画面」
から始まります。

手順

手順

補足

補足

2

1

2

1

1

1
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

3. 認定申請登録(学校情報)画面

各学校によって登録された
学校情報が表示されるた
め、正しいことを確認します。

「保護者等情報入力」ボタ
ンをクリックします。

「あり」ボタンおよび「開く」ボタンをクリックした状態の画面

現在の学校にて支給停
止期間がある場合、「あ
り」にチェックします。

支給が停止されていた
期間を入力します。

過去に他の高等学校に
在籍していた場合、「開
く」ボタンをクリックします。
誤って「開く」ボタンをク
リックしてしまった場合は、
「閉じる」ボタンをクリック
してください。
閉じずに次に進もうとす
るとエラーになります。

学校の名称、在学してい
た期間等を入力します。
支給が停止されていた
期間がある場合、「あり」
にチェックし、期間を入力
します。

就学支援金を受給した
ことがあるときは、「受給
資格消滅通知」を学校
に提出します。
前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定
申請登録(生徒情報)に
戻る」ボタンをクリックしま
す。

手順

補足

Ⅰ-1

Ⅰ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-2

Ⅱ-1

Ⅱ-1

Ⅱ-3

Ⅱ-3

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ-2

Ⅱ-2

2

2

1

1



11

2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録(保護者等情報)画面(1/2)

収入状況の提出が必要
な保護者等を確認する
ための質問に回答します。

•各質問で選択した回答
に合わせて次の質問が表
示されます。(表示される
質問は回答の選択により
異なります。)

•就学支援金の支給を希
望する場合、収入状況を
確認するために個人番号
カード(写)等の提出が必
要です。

手順

補足

個人番号カード（写）の提出が必要な方

※1 次の場合、該当する親権者の個人番号カード(写)等の提出は必要ありません。
・ドメスティック・バイオレンス等のやむを得ない理由により提出が困難な場合
・日本国内に住所を有したことがない等個人番号の指定を受けていない場合 等
詳細は、学校に御相談ください。

※2 親権者が存在せず、未成年後見人が選任されており、その者が生徒についての扶養義務がある場合に「はい」を選択します。
※3 親権者・未成年後見人が存在せず、生徒の生計をその収入により維持している者がいる場合に「はい」を選択します。

Q1.親権者はいますか

主たる生計維持者

生徒本人

未成年後見人
（1名～5名）

親権者2名※1

はい いいえ

各質問に回答すると、下図の流れに沿って次の質問が表示されます。

Q2.親権者２名分の個人番号カードの写しや
課税証明書等を提出することはできますか

Q6.未成年後見人は
いますか

Q3.主たる生計維持者が
いますか※3

Q4.主たる生計維持者の
個人番号カードの写し等を
提出することはできますか

Q5.生徒本人の
個人番号カードの写し等を
提出することはできますか

Q7.未成年後見人は
扶養義務を負う方ですか※2

Q8.未成年後見人の
個人番号カードの写し等を
提出することはできますか

親権者1名※1

1

1
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

4. 認定申請登録(保護者等情報)画面(2/2)

すべての質問に回答する
と、登録が必要な保護者
等の入力欄(人数分)が
表示されるため、情報を
入力します。

「入力内容確認」ボタン
をクリックします。

Ⅰ 収入状況の確認対象と
して登録の必要な保護
者等が示されます。

Ⅱ 漢字氏名欄及びかな氏
名欄は全半角、アルファ
ベット、半角スペース、ー
(長音)入力が可能です。

Ⅲ 課税地はその年の1月1
日現在(申請または届
出をする月が4～6月の
場合には、その前年の1
月1日現在)の住民票の
届出住所となります。

Ⅳ 保護者等が海外に住ん
でおり、住民税が課され
ていない場合、チェックし
ます。
チェックした場合、課税地
の選択は必要ありません。

Ⅴ 前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定申
請登録(学校情報)に戻
る」ボタンをクリックします。

手順

補足

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

3

2

3

2
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

5. 認定申請登録確認画面

生徒情報、学校情報、
保護者等情報が表示さ
れるため、正しいことを確
認します。

内容を確認し、チェックし
ます。

「本内容で申請する」ボタ
ンをクリックします。

Ⅰ 前の画面の入力内容を
修正する場合、「認定申
請登録(保護者等情報)
に戻る」ボタンをクリックし
ます。

手順

補足

3

Ⅰ

2

1

Ⅰ

3

2

1
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2-1. 受給資格認定の申請
2-1-3. 受給資格認定の申請をする

6. 認定申請登録結果画面

申請の登録結果が表示
されます。

学校から受け取った個人
番号カード(写)等貼付
台紙に、収入状況の確
認が必要な方の個人番
号カード(写)等を貼り付
けて学校へ提出します。

主たる生計維持者及び
生徒本人の個人番号
カード（写）等を提出す
る場合は、生徒本人の
健康保険証等も併せて
提出します。

扶養状況を健康保険証
等で確認できない場合は、
学校等にご相談ください。

Ⅰ 収入状況の確認が必要
な方は保護者等として登
録した方を指します。

登録した保護者等を失
念した場合や主たる生計
維持者に該当するか分
からない場合、審査結果
確認画面の「保護者等
情報」にて確認できます。
確認方法は22ページを
参照してください。

手順

補足

Ⅰ

Ⅰ

1

1



22

2-3. 各種申請状況の確認
2-3-1. 審査状況・結果、申請内容を確認する

1. ポータル画面

審査状況、審査結果、
申請内容を確認する場
合は、「表示」ボタンをク
リックします。

受給資格認定、保護者情報等変更、収入状況届出の審査状況、審査結果、申請内容を確認します。

手順

1

1
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2-3. 各種申請状況の確認
2-3-1. 審査状況・結果、申請内容を確認する

2. 審査結果確認画面

審査状況、審査結果に
ついては「審査結果情
報」にて以下を確認しま
す。
•審査状況(「審査中」また
は「審査完了」)
•認定結果 等

申請内容については、
「申請情報」にて以下を
確認します。
•生徒情報
•学校情報
•保護者等情報

Ⅰ 「収入状況の確認が必
要な方」にて、個人番号
カード(写)を提出する対
象者が確認できます。

手順

補足

Ⅰ

Ⅰ

2

2

1

1



　認定番号 -

個人番号カード（写）等貼付台紙

高等学校等就学支援金認定申請のため、保護者等の個人番号を 名分提出します。
個人番号カードの写しを貼り付けた上で、太枠の箇所（個人番号提出人数、個人番号、氏名、

生年月日）を手書きで記載してください。保護者等による代筆も可能です。

名称
学

校 種類・課程・学科等

ログインID

ふりがな
生 氏名
徒

学年･クラス･出席番号等 学籍番号

個人番号

- -

保 保護者等の
護 ふりがな       個人番号カード（裏面）
者 写し 貼付欄
等 氏名

生年月日

西暦 年 月 日 個人番号が記載されている面を上にして、
貼り付けてください。

個人番号

- -

保 保護者等の
護 ふりがな       個人番号カード（裏面）
者 写し 貼付欄
等 氏名

生年月日

西暦 年 月 日 個人番号が記載されている面を上にして、
貼り付けてください。

備

考

注）個人番号カードが提出できない場合は、個人番号が記載された住民票の写し又は

　　住民票記載事項証明書等を本台紙と併せて提出願います。

　　個人番号を利用して税額照会が出来なかった場合、別途書類を徴収する場合があります。

※印の欄は，学校設置者において記入してください。 ※学校受付日　  　　年　　月　　日

備考　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とする。

21

立命館高等学校

高等学校（全日制）

 1 年　　組　　番



認定番号 ―

　　※マイナンバー関係書類を提出（郵送）は、本人確認が義務付けられています。

　　　マイナンバー関係書類を提出する方が番号の正しい持ち主であることの確認（身元確認）

　　　が必要となります。 下記に身元確認書類を貼付て必ずご提出してください。

（身元確認書類の詳細は、案内文書4ページを参照）

保護者等１ 保護者等２

●写真付き身元確認書類のコピー ●写真付き身元確認書類のコピー

運転免許証 など 運転免許証 など

※案内文書4ページ身元確認書類　参照 ※案内文書4ページ身元確認書類　参照

・ ご提出いただいた身元確認書類の返却は行いませんのでご了承ください。

・ 記入の際、フリクションペンなど、消せるタイプのペンは使用しないでください。

ふりがな

21

※「個人番号カード（写）等貼付台紙」と「身元確認書類貼付台紙」２種類を必ず提出してください

例） 例）

身元確認書類貼付台紙

学年、クラス、番号

生　徒　氏　名

学　校　名 立命館高等学校

　 1　　年　　　　　組　　　　　番 学籍番号

ログインID
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